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奈良市報告第１３号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

平成２８年３月２３日提出 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

平成２８年３月２日 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

記 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２７年１２月２８日午前９時頃、奈良市芝辻町三丁目地内において発生した、本市

の公用車が民家の門扉に接触し破損させた事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額 ６８，０４０円 
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奈良市報告第１４号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

平成２８年３月２３日提出 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

平成２８年３月８日 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

記 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２８年１月６日午前９時頃、佐保台第４号緑地において、枯損した樹木の枝が落下

し相手方の家屋の屋根を損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を

決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ９８０，２５０円 
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奈良市報告第１５号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

平成２８年３月２３日提出 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

平成２８年３月８日 

 

                       奈良市長  仲 川 元 庸 

 

記 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

平成２７年８月２５日午前７時頃、東登美ヶ丘２号緑地において、枯損した樹木が倒れ

相手方の家屋の屋根を損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決

定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ７６９，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


